
（令和7年6月末現在）

（令和7年6月末現在）苓北発電所（石炭）

※１３万ｋＷ以上のもの
※２ FIT 電力を除く
※３ 卸電力取引所から調達した電気、
　　他社から調達している電気で発電
　　所が特定できないもの等を含む

370.0
287.5
236.0
178.0
140.0

令和６年度
37
36
3
4
12
8
100

令和５年度
39
35
4
4
14
4
100



11 国の原子力規制行政の概要
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（出典：原子力規制委員会パンフレット）

11 国の原子力規制行政の概要
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（出典：原子力規制委員会パンフレット）
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12 原子力規制委員会及び原子力規制庁の組織と仕事

（出典：原子力規制委員会パンフレット）
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（出典：原子力規制委員会パンフレット）
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住　所 〒847-0855

　　　　佐賀県唐津市西浜町2-5　佐賀県オフサイトセンター1階

連絡先 電話：0955-74-9050　ファクス：0955-72-0169

職　員　所　長／ 統括原子力運転検査官　　　　　　　　　　　　　１名

　　　　副所長／ 原子力防災専門官　　　　　　　　　　　　　　　１名

　　　　所　員／ 原子力運転検査官　　　　　　　　　　　　　　　２名

核物質防護対策官　　　　　　　　　　　　　　　１名

放射線防災専門官（原子力防災専門官　併任）　　２名

沿　革 1980年5月 運転管理専門官制度の発足に伴い、資源エネルギー庁玄海運転管理専門官事務

所として唐津市内に事務所を開設

 2000年4月 原子力保安検査官制度の発足に伴い、玄海原子力保安検査官事務所と名称を変

更。また、原子力災害対策特別措置法の制定に伴い、原子力防災専門官を配置

 2001年1月 省庁再編に伴う原子力安全・保安院の設置により、原子力安全・保安院玄海原子

力保安検査官事務所と変更

 2002年2月 佐賀県オフサイトセンターの完成に伴い、現在地に事務所を移転

 2002年3月 同オフサイトセンターが原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対

策拠点施設として指定

力子原海玄「が」所務事官査検安保力子原海玄「、い伴に足発会員委制規力子原月9年2102

規制事務所」へ移行

 2015年6月 佐賀地方放射線モニタリング対策官事務所を設置

 2017年7月 原子力規制庁の組織改編に伴い、佐賀地方放射線モニタリング対策官事務所を

玄海原子力規制事務所へ統合。新たに上席放射線防災専門官を設置

 2021年4月 新検査制度開始

（出典：原子力規制委員会パンフレット）
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13 その他の関係省庁
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